
 

 

1 既存 シス テムの活用  

(1)国際 Ｖ ＨＦ （国 際Ｖ Ｈ Ｆ① （Ｄ Ｓ Ｃな し） か国 際 ＶＨ Ｆ② （ ＤＳ Ｃ付 き） ）  

 ・コ スト 面（廉 価 なＦ ＣＣ 認定 機 ）、信 頼性（ 海外 で の実 績）、緊 急性（ 直ち に国 内で 普 及可 能）、シ ステ ム構 築（海

上 保安 庁が 全国 を カ バ ー） 、グ ロ ー バ ル性 （海 外 で は 国際 ＶＨ Ｆ が 当 然） 等 の 条件 を 鑑 み 、国 際 Ｖ ＨＦ 以 外は 考え

ら れな い。  

 ・ 米 国で はＤ ＳＣ 導 入の 大 き な理 由 が 、 コー ス ト ガー ド の負 担軽 減（ 各 無 線 局の ２４ 時間 ワ ッ チ 体制 解 除 、 無 線 局の

一 部廃 止） にあ り 、 Ｖ ＨＦ 利用 者 に 多 少の コス ト負 担 を掛 ける が 、 技 術の 進 歩 と合 わ せ て 、ト ー タ ルシ ステ ム とし

て 合理 性が 高く な る と の判 断で あ る と 聞い てお り 、 ま ず、 国際 Ｖ Ｈ Ｆ ①（ Ｄ Ｓ Ｃな し ） で スタ ー ト し、 後 に、 国と

し ての 総合 的 な合 理性 を踏 ま えて ＤＳ Ｃ／ Ａ ＩＳ を導 入 する 。 

(2)海岸 局 補完 型 

 ・ 国 際Ｖ ＨＦ は、 海 上保 安 庁 が日 本 の 全 海域 で の 交信 を 担保 して おり （ 国 外 でも 担保 され て い る ）、 陸 上 の 業 務 無線

や 既存 マリ ンＶ Ｈ Ｆ の よう に交 信 先 （ 海岸 局） を 設 置 する 必要 は な い が、 艇 が 所属 す る 港 （マ リ ー ナ、 フ ィシ ャリ

ー ナ、 漁港 等 ）は 、保 管艇 の 受け 入れ 体制 準 備や 連絡 手 段と して 海岸 局 を必 要に 応じ て 任意 に設 置 する 。 

・漁 船の 負 担 軽 減 の ため に 、 既存 通 信 手 段を 使用 した 海 岸基 地局 での 中 継が 考え られ る が 、 船 間 での 緊 急 連 絡 や 信 頼

性 等で 課題 が多 く 、ま た、 廉価 な Ｆ Ｃ Ｃ認 定国 際 Ｖ Ｈ Ｆ が導入 さ れ れ ば 、 漁 船 側の 費 用 負 担は 軽減 され 海 岸局 補完

型 は必 要な い と思 われ る。  

 

２新 システ ムの 導入  

国 際ＶＨ Ｆを 前提と した 、共通 通信 システ ムの 提案 

番号   項目   現行   具体的な提案 

  １ 従事者資格 ①（国際航行）国際ＶＨＦー１級海上特殊無線技士  
 

②（国内航行）国際ＶＨＦー２級海上特殊無線技士 

③（国内航行）ﾏﾘﾝＶＨＦ  ー３級海上特殊無線技士 

① は討議対象外。資格規定を継続の場合、(社)無

線協会講習受講料を抜本的に軽減する。 

② ③は届出制に。一般ユーザーが容易に申請でき

る程度に書式を簡素化する。 

  ２ 無線局免許 ①  ②では、一般ユーザーに手続き困難 
③も大半が代行業者依頼で高費用負担 

船検証等添付による届出／免許申請とする。 

据置型は２５Ｗ、携帯型は５Ｗとする。 

  ３ 適合証明 ①②③ともに、国内技術適合証明が必要 国内適合に加え、小型船用では米国ＦＣＣ認定機種

を適合とみなし、ＦＣＣ認定済みが確認できるモデ

ル番号、製造番号、取扱説明書、シール類写真等い

ずれかを添付で、認証済みと扱う。 



 

 

番号  項目  現行  具体的な提案 

  ４ 海岸局加入 事実上義務化され、海岸局加入証明の提出を要求さ
れてきた。 

海岸局設置、加入は任意とする。 

船舶局が所属する港（マリーナ、フィシャリーナ、

漁港等）は、船舶無線局と同等の扱いとする。 

  ５ 無線機定期
検査 

３年ごとの検査 不要とする。 

  ６ 無線局免許
更新 

５年ごとの更新 ５年ごとの更新とするが、更新内容を透明化し、更

新料を廉価にする。 

 ７  
 
 

教育 

 

 

特になし 

 

 

取扱説明書に必要事項を記載し、船上におけるオン

ザジョブトレイニング（船長の責任下）による。 

必要に応じて、ユーザー団体が講習会を開催する。 

  ８  その他 ・小型船用レーダー：３級海上特殊無線技士は免除  
          国内技術適合証明が必要  
・双方向無線   ：国内技術適合証明が必要 

国際ＶＨＦと同様、ＦＣＣ認定機種を可とする。 

 

米国ＦＣＣ認定国際ＶＨＦ携帯型を適合とみなす。 

 


